


                              

３ 対象施設 

県有施設のうち、多くの県民が利用し、イベントの開催などにより広告効果

が見込まれる施設について、施設の設置目的を考慮した上で、対象とします。

（県有施設全体だけでなく、施設内の個別の建物等、施設の一部分を対象とす

る場合もあります。） 

ただし、施設の性格上、企業名や商品名などの愛称を付するのが適当でない

と判断するものは対象外とします。 

 

４ ネーミングライツ料の算定 

施設の規模、入場者数、メディアへの露出状況、他県の状況等を勘案し、施

設ごとに目安となる契約希望額（例：〇〇〇万円以上）を設定します。 

 

５ 名称変更に伴う費用の負担 

        区 分 県 ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ・ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

敷地内外の名称表示の変更（施設名称表示や道路標識）※１      〇   ※２ 

契約期間終了後の原状回復      〇 

契約締結後に作成するパンフレット等の印刷物や 

ＨＰの表示変更 

〇 

 

 

  ※１ 敷地外、道路標識等の表示変更は、県や関係機関と協議の上、変更可能な表示につ
いて行います。また、施工の範囲、実施時期及び内容等については、別途定める募
集要綱に従い県と協議の上、決定するものとします。 

 なお、新規名称表示等の設置については、設置の可否も含めて協議します。 
   ※２ 命名権料の他に別途ご負担いただきます。 

 

６ 契約期間 

３年以上を原則とし、各施設の性格や管理・運営形態等に応じて決定します。 

ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、適切

な期間を設定します。 

 

７  導入までの手続き 

（１）導入施設、募集条件の決定（企業等へのアンケート調査の実施等） 

（２）ネーミングライツ・パートナーの募集 

（３）ネーミングライツ・パートナーの選定 

   ① 事前審査会における審査   

 ② 選定委員会における審査 

（４）ネーミングライツ・パートナー、愛称の決定 

（５）契約の締結 

（６）施設名称表示等の変更 

（７）愛称の使用開始 



                              

８ ネーミングライツ・パートナーの募集 

（１）募集方法 

① ネーミングライツ・パートナーの募集は、原則、公募します。 

ただし、指定管理者制度導入施設においては指定管理者を優先交渉権者

とし、交渉がまとまらなかった場合には、公募に切り替える（指定管理

者の同意が得られた場合に限る。）こととします。 

なお、ネーミングライツ契約更新施設においては現ネーミングライツ・

パートナーを優先交渉権者とします。 

② 募集に際し必要な事項については、別途募集要綱等を作成します。 

③ 募集に当たっては、県ホームページへの掲載や、報道機関への資料提供

などにより、幅広く周知します。 

 

（２）応募資格 

ネーミングライツ・パートナーは法人とし、以下に掲げる者は除きます。 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの 

② 消費者金融に係るもの 

③ たばこに係るもの 

④ ギャンブルに係るもの（宝くじに係るものを除く） 

⑤ 法律に定めのない医療類似行為を行うもの 

⑥ 県から落札資格停止等の措置を受けているもの又は不利益処分を受けて

いるもの 

⑦ 消費税及び地方消費税又は県税を滞納しているもの 

⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

に規定する暴力団及び暴力団員が役員となっているもの 

⑨ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの 

⑩ その他、県のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと県

が認めるもの 

なお、上記以外にも、施設の性格、指定管理者からの意見等により、応

募資格を制限する場合があります。 

 

（３）募集期間 

募集要綱の発表から募集締め切りまで、原則として30日以上とし、応募

の検討に十分な期間を確保します。 

 

（４）応募がなかった場合 

募集期間を経過しても応募がなかった場合、募集条件を見直し再度募集

するか、募集を中止することを検討します。 



                              

９ 愛称 

ネーミングライツにより命名される愛称は、施設の利用者である県民等の理

解が得られるものとし、三重県広告掲載要綱第３条第１項各号に掲げるものを

含まない内容とします。 

なお、上記以外にも、施設名称の設定に経緯があるものや、施設の性格、指

定管理者からの意見等により、愛称の内容を制限する場合があります。 

また、利用者の混乱を避けるため、契約期間内の名称変更はできません。 

 

10  ネーミングライツ・パートナーの選定 

  事前審査会及び選定委員会を設置して、ネーミングライツ・パートナー候補

者（以下「候補者」という。）を決定します。 

・外部有識者等による事前審査を実施し、専門的な視点から、応募資格、経営

状況、愛称案等の適否を判定します。 

・選定委員会において、事前審査の判定を参考に適否の最終判断を行うととも

に、ネーミングライツ料や契約期間により、応募者間の順位付けを行い、候

補者を決定します。 

 

11 ネーミングライツ・パートナーの決定及び公表 

県は、候補者との協議を経て、ネーミングライツ・パートナーを決定し、ネ

ーミングライツ・パートナー、施設の愛称、ネーミングライツ料等を公表しま

す。 

 

12  契約の締結 

県とネーミングライツ・パートナーとの間でネーミングライツに関する契約

を締結します。 

 

13 契約の解除 

ネーミングライツ・パートナーの信用失墜行為等に伴い、施設のイメージが

損なわれる恐れが生じた場合、県は契約を解除できることとします。 

 


